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凡 例 

１  文中の金額は『万円単位』で表示し、各表中の金額は『千円単位』で表示している。 

なお、文中の金額『万円単位』は、単位未満を切捨てで表示し、各表中の金額『千円単位』は、

原数値により算出した上で、単位未満を四捨五入等により調整した表示としている。 

２ 文中及び各表中に用いる比率（％）について、原数値により算出し、小数点以下第２位を四捨五

入して小数点以下第１位まで表示しているが、構成比において内訳の合算と合計とが一致しない場

合については、小数点以下第２位を比較した上で、構成比が合計１００％となるよう調整した。 

３ 各符号の用法は次のとおりである。 

 「 △ 」  負数 

 「 ０ 」  該当数値がないもの又は単位未満のもの 

「０．０」   比率計算において、該当数値がないもの又は該当数値はあるが単位未満のもの 
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平成３０年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 

一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見 

 

第１ 審査の対象 

 平成３０年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算 

平成３０年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計歳入歳 

出決算 

 上記各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、

財産に関する調書及びこれらに係る証書類 

 

第２ 審査の期間 

 令和元年６月２８日から同年７月２９日まで 

 

第３ 審査の方法 

 審査に当たっては、審査に付された平成３０年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一

般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに歳入歳出決算事項別明細書等の決算附属書

類が関係法令に準拠して作成されているか、また、予算は関係法令に則って適正かつ

効率的に執行されているか等に主眼をおき、関係職員から説明を聴取し、その適否に

ついて慎重に審査した。 

 

第４ 審査の結果 

 審査に付された平成３０年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計及び特別会

計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関す

る調書及びこれらに係る証書類については、それぞれ関係法令に準拠して作成されて

おり、その計数は正確であると認められ、また、予算についても、適正に執行されて

いるものと認められた。 

 審査の結果の概要は、以下のとおりである。 
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0
17.3
-

実 質 収 支 額（Ｃ－Ｄ） 18,737,198 15,980,079 2,757,119
翌年度へ繰り越すべき財源

18,737,198 15,980,079 2,757,119
0 0

予 算 現 額

17.3
歳 出 総 額 707,212,911 679,050,503 28,162,408 4.1
歳入歳出差引額（Ａ－Ｂ）

２９年度

歳 入 総 額 725,950,109 695,030,581 4.430,919,528

増減率

685,471,772 40,740,262 5.9

　　　　一般会計と特別会計を合わせた決算額の前年度との比較は、次表のとおりである。

　特別会計は、後期高齢者医療制度の施行（平成２０年４月１日）に伴い設置され、平成３０年度が
１１年度目にあたる。

区　　　　分 ３０年度

実 質 収 支 額（Ｃ－Ｄ） 22,012 18,737,198

決算額の比較表

18,715,186

726,212,034
対前年度増減

(単位：千円、％)

　　（２）決算額の比較

（注）「実質収支額」は、「歳入歳出差引額」から「翌年度へ繰り越すべき財源」を差し引いた額である。

705,178,657
18,715,186

0

特別会計

724,152,944

2,034,254

決算総括表

合計区　　　　分

予 算 現 額

(単位：千円)

726,212,034

0
歳入歳出差引額（Ａ－Ｂ）

723,893,843

第５　審査の概要

　　（１）決算額
　　　　３０年度の決算額は、次表のとおりである。

　　１　決算の総括

2,056,266
2,059,090

一般会計

　３０年度決算額は、前年度決算額と比べると、歳入では、３０９億１，９５２万円（４．４％）、歳
出では、２８１億６，２４０万円（４．１％）それぞれ増加したが、歳入総額の増加の方が大きいため
実質収支額では、２７億５，７１１万円（１７．３％）増加した。

　この歳出総額の増加要因は、被保険者数が増加し、療養の給付等の支払額が伸びたことなどによ
るものである。

18,737,198

725,950,109
707,212,911

0翌年度へ繰り越すべき財源

22,012

歳 入 総 額

歳 出 総 額

－2－



繰 越 明 許 費 繰 越 額

0
00

22,012
計

　３０年度決算額は、歳入総額２０億５，６２６万円、歳出総額は２０億３，４２５万円で、歳入歳出
差引額は２，２０１万円となり、２９年度決算額と比較すると、歳入総額で４億１，２０２万円、歳出
総額で４億１，０２４万円増となり、歳入歳出差引額で１７７万円増額となった。

2,056,266
2,034,254

22,012
0

20,236

0

412,025

0
0

２９年度

実 質 収 支 額 20,236 1,776

翌年度へ
繰り越す
べき財源

継 続 費 逓 次 繰 越 額

0事 故 繰 越 し 繰 越 額

0

1,644,241
1,624,005

実質収支状況表

(単位：千円)

区　　　　　分

　歳出予算現額２０億５，９０９万円に対し、歳出決算額は２０億３，４２５万円で、差引き
２，４８３万円（１．２％）の未執行となった。

３０年度 対前年度増減

歳 入 総 額

歳 出 2,059,090 2,034,254 24,836 98.8

（歳入）（Ｂ）－（Ａ）

歳 入 2,059,090 2,056,266 △ 2,824 99.9

　歳入予算現額２０億５，９０９万円に対し、歳入決算額は２０億５，６２６万円で、差引き２８２万
円下回った。

　　２　一般会計
　　（１）歳入歳出決算状況

(単位：千円、％)

区　　　分

３０年度 予算現額と
決算額との比較

　　　　歳入歳出決算状況は、次表のとおりである。

歳入歳出決算状況表

（Ａ） （Ｂ） （歳出）（Ａ）－（Ｂ）

決算額の
予算現額に
対する割合

予算現額 決算額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

410,249
1,776

0
0

0

－3－



※

※

※

　３０年度の歳入決算額を款別構成比率でみると、主要な自主財源である分担金及び負担金が２０億
３，５４９万円で歳入総額の９９．０％を占め、次いで繰越金が２，０２３万円で１．０％を占めてい
る。
　また比率としては０％であるが、依存財源である国庫支出金は４１万円であった。

△ 1330.0
0

303 0.0117 0.0

対前年度増減

金額 増減率

（Ｂ）－（Ｃ）

△ 18,252 △ 47.4

26.8
△ 24.3

430,596

予算現額と
決算額との

比較

比　率

△ 2,668

２９年度

97.6

決算額

（Ｃ）

決算額

構　成

1,604,902

△ 156

2,035,498
415

100.02,056,266
0.0

99.0

△ 156
△ 2,668

412,025△ 2,824

決算額

100.0
△ 133

2,055,851
415

38,488

25.1
△ 24.3

25.1

1,643,693
548

1,644,241

100.0 412,158

273

2,056,007
3,083

繰越金

1,644,2412,056,266

2,059,090

区　分

諸収入

自主財源

予算現額

20,236

2,035,498

0

依存財源

合　  計

412,025

25.2
25.1
25.1

412,025

‐

‐
‐

‐
‐

分担金及び負担金

国庫支出金 3,083

調 定 額 に 対 す る 割 合

99.9

548

（Ｂ）－（Ａ）

0

比　率

３０年度

（Ｂ）（Ａ）

決算額

構　成

0.0

予 算 現 額 に 対 す る 割 合

歳入決算状況表

調 定 額

決 算 額 2,056,266 1,644,241
100.0

2,059,090

２９年度

1,644,531

20,236 1.0

100.0

（注）１　区分欄に※のついている歳入科目は「自主財源」、それ以外は「依存財源」

0.0

　　（２）歳　入
　　　　歳入決算状況は、次表のとおりである。

区　　　分

予 算 現 額

増減率

414,559

(単位：千円、％)

対前年度増減

金額
３０年度

‐0不 納 欠 損 額

100.0
00

100.0

　　　　款別の歳入決算状況は、次表のとおりである。

　また、決算額の調定額に対する割合は１００．０％である。

0 0

(単位：千円、％)

　決算額は２０億５，６２６万円で、予算現額に対する割合は９９．９％である。

収 入 未 済 額

款別歳入決算状況表

（注）２　「自主財源」は、分担金及び負担金等の地方公共団体が自ら徴収または収納できる財源である。

　　　　　「依存財源」は、自主財源以外の国庫支出金及び県支出金である。

　３０年度の款別歳入決算額においては、分担金及び負担金が４億３，０５９万円、前年度決算額を上
回り、国庫支出金が１３万円、繰越金が１，８２５万円、前年度決算額を下回り、決算総額で４億
１，２０２万円の増額となった。

△ 61.4

2.4
△ 186

－4－



１

１

る県内各市町村からの負担金を受け入れたものである。

548
（Ｂ）

548

　予算現額２０億３，５４９万円に対し、決算額は２０億３，５４９万円で、収入率は１００．０％で
ある。

国庫補助金 3,083

（Ｃ）（Ｂ）／（Ａ）

13.5

増減率決算額

（Ｂ）－（Ｃ）

△ 24.3

　　　　　第１款　　分担金及び負担金

に基づき、広域連合の運営に係る人件費、賃借料、備品購入費等の共通経費について、広域連合を構成す

（Ｃ）

1,604,902
1,604,902

（Ｂ）－（Ｃ）

0

（Ａ）

2,035,498
100.02,035,498分担金及び負担金 2,035,498

2,035,498
0
100.0負担金

予算現額と決

（Ｂ）

収入率

（Ｂ）／（Ａ）

対前年度増減

金額

（単位：千円、％）

款　　・　　項

３０年度
予算現額と決予算現額

算額との比較

決算額決算額

（Ｂ）－（Ａ）

増減率

26.8

２９年度

430,596 26.8
430,596

　歳入の内容は、市町村負担金（共通経費負担金）である。これは、広域連合規約第１７条第２項の規定

　　　　　第２款　　国庫支出金

△ 24.3△ 13313.5

（単位：千円、％）

3,083

予算現額

415国庫支出金 △ 133
△ 2,668415
△ 2,668

収入率

（Ｂ）－（Ａ）

算額との比較

　予算現額３０８万円に対し、決算額は４１万円で、収入率は１３．５％である。

款　　・　　項

（Ａ）

決算額

対前年度増減

金額

３０年度 ２９年度

－5－



１

１

２

△ 73.6101 56 △ 45 55.4 212 △ 156預金利子

　予算現額２７万円に対し、決算額は１１万円で、収入率は４２．９％である。

△ 186 △ 61.4

雑入 172 61 △ 111 35.5 91 △ 30 △ 33.0

諸収入 273 117 △ 156 42.9 303
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） （Ｂ）／（Ａ） （Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

算額との比較

３０年度 ２９年度 対前年度増減

予算現額 決算額 予算現額と決 収入率 決算額 金額 増減率

　　　　　第４款　　諸収入

（単位：千円、％）

　　　　　第３款　　繰越金

（Ｂ）－（Ｃ）

２９年度

決算額

（単位：千円、％）

繰越金 20,236

款　　・　　項
予算現額

３０年度

20,236

収入率予算現額と決

算額との比較

（Ｂ）－（Ａ）

0
（Ａ）

繰越金

（Ｃ）

20,236
（Ｂ）

38,488

対前年度増減

金額 増減率

（Ｂ）／（Ａ）

決算額

△ 47.4
△ 47.4100.0

　２９年度繰越金３，８４８万円に対し、３０年度は１，８２５万円の減となった。

△ 18,252
△ 18,252

　予算現額２，０２３万円に対し、決算額は２，０２３万円で、収入率は１００．０％である。

20,236

款　　・　　項

100.0 38,488
0

－6－



　３０年度の歳出決算額を款別構成比率でみると、総務費が３億２，８３２万円で１６．２％、民生費が
１７億５２６万円で８３．８％となっており、この２つの款が歳出のほぼ全てを占めている。

　３０年度の款別歳出決算額においては、総務費が３３４万円、民生費が４億６９７万円、前年度決算額
を上回り、決算総額で４億１，０２４万円の増額となった。

対前年度増減

金額 増減率

20,526

0.0

25.2
25.3
-

0

1,624,005決 算 額

予 算 現 額 に 対 す る 割 合 98.8

予 算 現 額 に 対 す る 割 合

-
4,310

0
0.0 -

21.0

民 生 費

624
20.0 3,340

対前年度増減

予算現額 決算額 決算額

98.8
2,034,254

予 算 現 額 に 対 す る 割 合

不 用 額 24,836

83.81,705,267

款別歳出決算状況表

-
翌 年 度 繰 越 額

　決算額は２０億３，４２５万円で、予算現額２０億５，９０９万円に対する割合は９８．８％である。

(単位：千円、％)

総 務 費

　翌年度繰越額はなく、不用額は２，４８３万円で、予算現額に対する割合は１．２％である。

決算額との比較

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

324,982

比　率

1.21.2

0.0

- -

　　　　款別の歳出決算状況は、次表のとおりである。

344,483 328,322

構　成

0
0.0

歳出決算状況表

1,644,531

区　　　分

予 算 現 額 414,5592,059,090

　　（３）歳　出

　　　　歳出決算状況は、次表のとおりである。

３０年度 ２９年度

(単位：千円、％)

410,249

16.2

構　成

比　率 （A）－（B）

２９年度

-

31.3

0.1 △ 69

0 79.9 406,978

734

100.0 410,249 25.3
0 0.0 0

合　  計 2,059,090 2,034,254 100.0 24,836 1,624,005

51 0

（Ｂ）－（Ｃ）

0.0 0

16,161

8,000 0
-

1,298,289
1.0

1,705,267

8,000

決算額 決算額 金額 増減率

予 備 費

51 0.0 0公 債 費

議 会 費 1,289 665 0.0

区　分

３０年度

予算現額と

△ 9.4

－7－



１

　　　第１目　議会費（会場使用料、会議録作成委託料、議員報酬など）の執行残　　　　６２万円

（単位：千円、％）

△ 9.4
議会費 1,289 665 624 51.6 734

議会費 1,289 665 624 51.6 734 △ 69
（Ａ） （Ｂ） （A）－（B） （Ｂ）／（Ａ） （Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

事　業　名

増減率

算額との比較

予算現額と決

　　第１項　議会費

　議会運営事業は、定例会２回を開催し、条例、予算など１１議案の審議を行ったものである。

　不用額は、次のとおりである。

　また、議会の審議記録の重要性を考慮し、その録音から会議録の調製製本までの業務を委託し実施し
たものである。

　　　　　第１款　　議会費

款　　・　　項

３０年度 ２９年度 対前年度増減

予算現額 決算額 決算額 金額執行率

1,289
予算現額 支出済額

　予算現額１２８万円に対し、決算額は６６万円で、執行率は５１．６％である。

△ 69 △ 9.4

　このうち、事業の執行状況は次のとおりである。

665 624

（単位：千円、％）

51.6
執行率

議会運営事業

不用額

－8－



１

２

３ 52 14 78.8 44

95.3
29

344,483

18.2

（単位：千円、％）

選挙費 25 4 16.035

金額

（Ｃ）

3,340

対前年度増減

支出済額

280,000

344,353 328,241 16,112
45.3

事務局職員給与等負担金

総務管理費

監査委員費 66

執行率

款　　・　　項

324,913 3,328

　　　　　　　                           　３億２，８２４万円

8

1.0総務費 328,322 16,161

　　第１項　総務管理費

324,982
1.0

64

　不用額は１，６１６万円であり、その主なものは次のとおりである。

　　第１項　総務管理費

　　　第１目　一般管理費（負担金、補助及び交付金、非常勤職員報酬など）　　　１，６１０万円

事　業　名

　　　第１目　一般管理費（負担金、補助及び交付金、委託料、使用料及び賃借料など）

95.8
不用額

　このうち、主要事業の執行状況は次のとおりである。

（単位：千円、％）

　予算現額３億４，４４８万円に対し、決算額は３億２，８３２万円で、執行率は９５．３％である。

　　　　　第２款　　総務費

（Ａ） （Ｂ） （A）－（B）

３０年度

増減率

算額との比較

予算現額 決算額

95.3

執行率 決算額

268,319
予算現額

17,316
11,681

２９年度

予算現額と決

（Ｂ）／（Ａ） （Ｂ）－（Ｃ）

　決算額の主なものは、次のとおりである。

　

19,847

　広域連合は、後期高齢者医療制度の円滑かつ適正な事業運営に向け、県内各市町村の７５歳以上

（６５歳以上の一定以上の障がいがある者を含む）の被保険者の賦課及び給付事業を一元的に行うた

め、市町村からの派遣職員及び非常勤職員で運営している。

　事務局職員給与等負担金は、広域連合を構成する市町村から派遣された職員３５人の給与や共済組合

負担金等であり、派遣元の市町村へ負担金として支出したものである。

　非常勤嘱託員雇用事業は、職員の事務の補助及び保健事業の推進のため、８人の嘱託員を雇用したも

のである。

非常勤嘱託員雇用事業 2,531 87.3

－9－



１

１

１ 予備費

　当年度は未執行であった。

　当年度は未執行であった。

　　第１項　社会福祉費

　決算額の内訳は次のとおりである。

　　　　　第４款　　公債費

予算現額

　　　第１目　老人福祉費（繰出金）　　　　　１７億５２６万円

増減率

8,000 0 ‐8,000 0 0

　予算現額１７億５２６万円に対し、決算額は１７億５２６万円で執行率は１００．０％である。

金額

　　　　　第３款　　民生費

款　　・　　項

（単位：千円、％）

款　　・　　項

３０年度 ２９年度 対前年度増減

増減率

３０年度 ２９年度 対前年度増減

予算現額 決算額 予算現額と決 執行率 決算額 金額

（Ａ） （Ｂ） （A）－（B） （Ｂ）／（Ａ）

算額との比較

民生費 1,705,267 1,705,267 0 100.0 1,298,289
100.0 1,298,289 406,978 31.3

（Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

406,978

‐

（単位：千円、％）

31.3
社会福祉費 1,705,267 1,705,267 0

算額との比較

執行率 決算額予算現額と決決算額

公債費 51 0 51
（Ａ） （Ｂ） （A）－（B） （Ｂ）／（Ａ）

公債費 51

２９年度

充用額当初予算額

0 51

（単位：千円、％）
３０年度

　　　　　第５款　　予備費

款　　・　　項

（Ｂ）

金額 増減率

0 0
（Ｂ）－（Ｃ）（Ｃ）

充用額との比較

8,000予備費 8,000 0
（Ａ） （Ａ）－（Ｂ）

対前年度増減

0 0 ‐

当初予算額と充用額

0.0
0.0 0 0

（Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

‐

－10－



　歳入予算現額７，２４１億５，２９４万円に対し、歳入決算額は７，２３８億９，３８４万円で、
２億５，９１０万円（０．０％）下回った。

　歳出予算現額７，２４１億５，２９４万円に対し、歳出決算額は７，０５１億７，８６５万円で、
差引１８９億７，４２８万円（２．６％）の未執行となった。

　３０年度決算額は、歳入総額７，２３８億９，３８４万円、歳出総額７，０５１億７，８６５万
円で、歳入歳出差引額は１８７億１，５１８万円となり、２９年度決算額と比較すると、歳入総額
で３０５億７５０万円、歳出総額で２７７億５，２１５万円それぞれ増加し、歳入歳出差引額で
２７億５，５３４万円増額となった。

  なお、３０年度歳入歳出差引額１８７億１，５１８万円は、実質収支額として３１年度（令和元
年度）に全額繰越しとなるものである。

　　　　歳入歳出決算状況は、次表のとおりである。

歳入歳出決算状況表

（Ａ） （Ｂ） （歳出）（Ａ）－（Ｂ）

　　３　後期高齢者医療事業特別会計　
　　（１）歳入歳出決算状況

(単位：千円、％)

区　　　分

３０年度 予算現額と
決算額との比較 決算額の

予算現額に
対する割合

予算現額 決算額
（歳入）（Ｂ）－（Ａ）

歳 入 724,152,944 723,893,843 △ 259,101 100.0
歳 出 724,152,944 705,178,657 18,974,287 97.4

(単位：千円)

実質収支状況表

歳 入 総 額

対前年度増減

30,507,503
区　　　　　分 ３０年度

723,893,843 693,386,340
２９年度

歳 入 歳 出 差 引 額

27,752,159
2,755,344

歳 出 総 額 705,178,657
18,715,186

677,426,498
15,959,842

実 質 収 支 額 18,715,186

0
0

翌年度へ
繰り越す
べき財源

継 続 費 逓 次 繰 越 額

15,959,842 2,755,344

0
0

0

計 0

0

00

0繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

－11－



※

※

※

※

※

※

特別高額医療費
共同事業交付金

財産収入

自主財源

依存財源

一般会計繰入金

(上記のうち、
依存財源分)

支払基金繰入金

繰越金

諸収入 △ 13.6201,103 1,022,289 0.10.1
1,005,738 6.7

(単位：千円、％)

(単位：千円、％)

国庫支出金

県支出金

支払基金交付金

△ 138,669
15,959,842 15,959,843 2.2 1 14,954,105 2.2

682,517 883,620

2,000 211 0.0 △ 1,789 268

693,386,340 100.0

0.0 △ 57 △ 21.3

30,507,503 4.4
568,549,953 568,480,871 78.5

合　  計 724,152,944 723,893,843 100.0 △ 259,101

6,117,585 4.1
△ 69,082 544,090,953 78.5 24,389,918 4.5

155,602,991 155,412,972 21.5 △ 190,019 149,295,387 21.5

1,298,2891,705,267 1,705,267 0.2

250,362 301,688 0.1 51,326 237,971 0.0

2,673,709 4.9

63,717 26.8

△ 6,419,072 276,734,099 39.9 10,105,070
7.9

3.7293,258,241 286,839,169 39.6
57,593,095 57,124,764 7.9 △ 468,331 54,451,055

11,547,422
6,491,957

5.4
18.2

6,766,995 212,667,828
132,706,137 18.3 126,214,180

30.7
5.1

金額

（Ｂ）－（Ａ） （Ｃ） 比　率 （Ｂ）－（Ｃ）

構　成

予算現額と
決算額との

比較

決算額

２９年度

予算現額 決算額 決算額

（Ａ）

決算額

217,448,255 224,215,250 31.0

（注）１　区分欄に※のついている歳入科目は「自主財源」、それ以外は「依存財源」

（注）２　「自主財源」は、分担金及び負担金等の地方公共団体が自ら徴収または収納できる財源である。

　　　　　「依存財源」は、自主財源以外の国庫支出金、県支出金等である。

△ 99.5
73.6

4.4
4.4

予 算 現 額 に 対 す る 割 合 100.0
723,893,843
724,012,446調 定 額

決 算 額

30,542,976

　　（２）歳　入
　　　　歳入決算状況は、次表のとおりである。

区　　　分

予 算 現 額

増減率

40,325,703

３０年度

724,152,944

対前年度増減

金額

0.8

101.4 ‐
30,507,503693,386,340

0

増減率

△ 389,334

２９年度

683,827,241
693,469,470

14,867
50,269

5.9

-
-調 定 額 に 対 す る 割 合 100.0

　　　　款別の歳入決算状況は、次表のとおりである。

‐
△ 14,796

68,263

　決算額は７，２３８億９，３８４万円で、予算現額に対する割合は１００．０％である。また、決算額
の調定額に対する割合は１００．０％である。

118,532

100.0

収 入 未 済 額

不 納 欠 損 額 71

構　成

（Ｂ） 比　率

133,095,471

区　分

３０年度

市町村支出金

31.3

0 0 0.0 0

　　　　　款別歳入決算状況表

歳入決算状況表

0.00 0 0.0

0.2 406,978

対前年度増減

4,157,894 4,157,894 0.6 0 5,806,256 △ 1,648,362 △ 28.4
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　なお、歳入決算額における財源別構成比率は、自主財源２１．５％、依存財源７８．５％となってい
る。

３０年度の款別歳入決算額においては、市町村支出金が６４億９，１９５万円、国庫支出金が１１５億
４，７４２万円、県支出金が２６億７，３７０万円、支払基金交付金が１０１億５０７万円、繰越金が
１０億５７３万円、前年度決算額を上回り、支払基金繰入金が１６億４，８３６万円、前年度決算額を下
回り、決算総額で３０５億７５０万円の増額となった。

　３０年度の歳入決算額を款別構成比率でみると、依存財源では、支払基金交付金が２，８６８億
３，９１６万円で３９．６％、国庫支出金が２，２４２億１，５２５万円で３１．０％を占め、続いて県
支出金が５７１億２，４７６万円で７．９％を占めている。また、主要な自主財源である市町村支出金が
１，３２７億６１３万円で１８．３％、繰越金が１５９億５，９８４万円で２．２％を占めている。
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１

　　

１

２

　予算現額１，３３０億９，５４７万円に対し、決算額は１，３２７億６１３万円で、収入率は９９.７％
である。

　予算現額２，１７４億４，８２５万円に対し、決算額は２，２４２億１，５２５万円で、収入率は
１０３．１％である。

歳入の主なものは、療養給付費負担金及び調整交付金である。前者は、療養の給付等に要する費用に係
る国負担金であり、１，６９１億９，６５４万円の歳入があった。後者は、各広域連合間における被保険
者の所得の格差による財政の不均衡を是正するための交付金等であり、４８８億４，３３１万円の歳入が
あった。

172,566,141 6,053,540 103.6

（Ｃ）

212,667,828
162,966,279国庫負担金 166,512,601

（Ｂ）／（Ａ）

（単位：千円、％）

103.1

対前年度増減

11,547,422

9,599,862 5.9

市町村負担金 △ 389,334133,095,471 99.7132,706,137

予算現額

（Ａ）

6,491,957

２９年度

決算額

132,706,137
（Ｂ）－（Ｃ）

（単位：千円、％）

5.1

決算額 金額

市町村支出金 133,095,471 99.7△ 389,334 6,491,957
5.1

　　　　　第１款　　市町村支出金

　　　　　第２款　　国庫支出金

（Ｃ）

126,214,180
126,214,180

増減率予算現額と決

算額との比較

　歳入の主なものは、保険料等負担金及び療養給付費負担金である。前者は、被保険者に係る保険料徴収
分並びに低所得者及び被扶養者についての保険料軽減分に係る市町村負担金であり、７７２億５，１０３
万円の歳入があった。後者は、療養の給付等に要する費用に係る市町村の負担金であり、５５４億
５，５１０万円の歳入があった。

款　　・　　項

（Ｂ） （Ｂ）－（Ａ）

対前年度増減

収入率

（Ｂ）／（Ａ）

３０年度

款　　・　　項
予算現額

（Ａ）

217,448,255国庫支出金

３０年度

224,215,250
（Ｂ）

予算現額と決

算額との比較

（Ｂ）－（Ａ）

決算額

6,766,995

２９年度

決算額収入率 金額

（Ｂ）－（Ｃ）

増減率

5.4

1,947,560 3.9国庫補助金 50,935,654 51,649,109 713,455 101.4 49,701,549
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１

２

３

１

　予算現額５７５億９，３０９万円に対し、決算額は５７１億２，４７６万円で、収入率は、９９．２％
である。

　予算現額２，９３２億５，８２４万円に対し、決算額は２，８６８億３，９１６万円で、収入率は
９７．８％である。

　歳入の内容は、後期高齢者交付金で、療養の給付費等に要する費用に係る各医療保険者からの交付金
（現役世代からの支援金）である。

　なお、当該交付金は、３０年度実績に基づき精算し、超過分については、３１年度（令和元年度）に返
還することになる。

0

10,105,070
10,105,070

3.7

（単位：千円、％）

0.0 0 0 0.0財政安定化基金支出金 1

　歳入の内容は、療養給付費負担金及び高額医療費負担金である。前者は、療養の給付等に要する費用に
係る県負担金であり、５３７億５，５１７万円の歳入があった。後者は、高額な医療費に係る県負担金で
あり、３３億６，９５９万円の歳入があった。

57,593,093

（Ｂ）－（Ｃ）

57,124,764 △ 468,329

対前年度増減

金額 増減率

３０年度

決算額 収入率

△ 6,419,072

△ 6,419,072 3.797.8

（Ｃ）

286,839,169 276,734,099
276,734,099

（Ｂ）／（Ａ）

97.8
（Ｂ）

予算現額と決

算額との比較

（Ｂ）－（Ａ）（Ａ）

３０年度

予算現額と決 収入率

支払基金交付金

支払基金交付金 293,258,241

款　　・　　項
予算現額

算額との比較
款　　・　　項

99.2 54,451,055県負担金

△ 468,331

0.00.0

県支出金

県補助金 △ 1

金額 増減率

0

　　　　　第３款　　県支出金

２９年度

決算額予算現額

（Ａ） （Ｃ）

54,451,055

0

（Ｂ）－（Ｃ）

0
△ 1

99.2 4.92,673,709
2,673,709 4.9

（Ｂ）－（Ａ） （Ｂ）／（Ａ）

　　　　　第４款　　支払基金交付金

57,124,764

293,258,241
286,839,169

決算額

２９年度

決算額

対前年度増減

（単位：千円、％）

1

（Ｂ）

57,593,095
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１

１

　予算現額２億５，０３６万円に対し、決算額は３億１６８万円で、収入率は１２０．５％である。

　歳入の内容は、著しく高額な医療費（レセプト１件につき４００万円を超えるもの）の２００万円超過
分について財政調整を行う交付金である。

△ 21.3

（単位：千円、％）

（Ａ） （Ｂ）

2,000 211

算額との比較

△ 1,789 10.6 268 △ 57
2,000 211 △ 1,789 10.6 268 △ 57 △ 21.3

決算額 金額 増減率

（Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

特別高額医療費共同事
業交付金 250,362

　　　　　第６款　　財産収入

款　　・　　項

３０年度 ２９年度 対前年度増減

予算現額 決算額

　

予算現額と決 収入率

財産収入

財産運用収入

　予算現額２００万円に対し、決算額は２１万円で、収入率は１０．６％である。

（Ｂ）－（Ａ） （Ｂ）／（Ａ）

301,688 51,326 120.5 237,971 63,717 26.8

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） （Ｂ）／（Ａ）

120.5 237,971250,362 301,688 51,326

（Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

26.863,717

決算額 予算現額と決 収入率

（単位：千円、％）

特別高額医療費共同事業交付金

決算額 金額

　　　　　第５款　　特別高額医療費共同事業交付金

増減率

算額との比較
款　　・　　項

３０年度 ２９年度 対前年度増減

予算現額

　歳入の内容は、保険給付費支払基金積立金利子で、預金額の減少により、２９年度決算額を下回った。
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１

２

１

　予算現額５８億６，３１６万円に対し、決算額は５８億６，３１６万円で収入率は、１００．０％であ
る。
　歳入の内容は、一般会計繰入金及び保険給付費支払基金繰入金である。
　一般会計繰入金は、事務経費繰入金を一般会計から繰り入れたもので、１７億５２６万円の歳入があっ
た。
　保険給付費支払基金繰入金は、歳入不足分を同基金から取り崩したもので４１億５，７８９万円の歳入
があった。

（単位：千円、％）

繰越金 15,959,842 15,959,843 1
繰越金 15,959,842 15,959,843 1 100.0

　予算現額１５９億５，９８４万円に対し、決算額は１５９億５，９８４万円で、収入率は１００.０％で
ある。

14,954,105 1,005,738

　歳入の内容は前年度からの繰越金であり、２９年度特別会計の歳入歳出決算額における実質収支額
１５９億５，９８４万円が全額繰越された。

14,954,105 1,005,738 6.7100.0
6.7

（Ｂ）／（Ａ） （Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

予算現額 増減率決算額 予算現額と決

　　　　　第８款　　繰越金

100.0

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ）

収入率 決算額
款　　・　　項

３０年度

算額との比較

（単位：千円、％）

２９年度

金額

対前年度増減

5,806,256基金繰入金 4,157,894 4,157,894
1,705,267

0

一般会計繰入金 0 100.01,705,267 406,978 31.3
△ 28.4

予算現額

（Ｃ）

算額との比較

決算額

1,298,289
繰入金 5,863,161 5,863,161 0 100.0

　　　　　第７款　　繰入金

款　　・　　項

３０年度 ２９年度 対前年度増減

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） （Ｂ）－（Ｃ）

予算現額と決 収入率 決算額 金額 増減率

（Ｂ）／（Ａ）

△ 1,241,384

△ 1,648,362

7,104,545 △ 17.5
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１

２

３

（単位：千円、％）

26 192 738.5

1,021,719 △ 139,434 △ 13.6

決算額

預金利子 300 1,117 817 544 573 105.3

　　　　　第９款　　諸収入

増減率

算額との比較
款　　・　　項

３０年度 ２９年度 対前年度増減

予算現額 予算現額と決 収入率 決算額 金額

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） （Ｂ）／（Ａ） （Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

諸収入 682,517 883,620 201,103 129.5 1,022,289 △ 138,669 △ 13.6

216 10,900.0
延滞金、加算金
及び過料

雑入

2 218

682,215 882,285 200,070 129.3
372.3

　予算現額６億８，２５１万円に対し、決算額は８億８，３６２万円で、収入率は１２９．５％である。

　歳入の主なものは、第三者行為の損害賠償請求に基づく第三者納付金であり、７億４，４７５万円の歳
入があった。
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0

　県財政安定化基金拠出金は、３０年度も負担が無かった。

705,178,657724,152,944合　  計

予 備 費

県財政安定化基
金 拠 出 金

－ － － － － －

公 債 費 1 0 0.0 1 0 -

2,522,267
6,870,559

0.4 475,734

　決算額は７，０５１億７，８６５万円で、予算現額７，２４１億５，２９４万円に対する割合は
９７．４％ である。
　翌年度繰越額はなく、不用額は１８９億７，４２８万円で、予算現額に対する割合は２．６％である。

(単位：千円、％)

205,434

総 務 費

－ -

9,509,899

特別高額医療費
共同事業拠出金 250,363 241,217

保 健 事 業 費 3,263,796 2,788,062
基 金 積 立 金 6,868,770

7,000
諸 支 出 金 9,562,410

677,426,498

0

18,974,287100.0

1.4 52,511
0.0 7,000 0

11,253,631

100.0

0.0

4.1
-

1.6
0.0

△ 1,743,732

0
27,752,159

1.0

0.0

11.9

76.0

17.4

1,789

97.0 4.0

3,903,334
10.5

金額

構　成

282,093

9,146 35,783

1,782,184 1,500,091 0.2 159,218
18,146,013

増減率

△ 15.5

0.6 2,965,436
265,795

0.2

（Ｂ）－（Ｃ）

26,069,659

0.0

0.4

658,200,959

比　率（Ｃ）

1,340,873

構　成

比　率 （A）－（B）

決算額 決算額

97.2

(単位：千円、％)

-0.92.6

　　（３）歳　出

　　　　歳出決算状況は、次表のとおりである。

予 算 現 額 5.9

対前年度増減

保 険 給 付 費 702,416,631

予算現額と
決算額との

比較

684,270,618

予算現額 決算額 決算額
区　分

（Ａ） （Ｂ）

２９年度

4.1
-

27,752,159
-

決 算 額

不 用 額 12,573,54418,974,287
予 算 現 額 に 対 す る 割 合

対前年度増減

金額 増減率
３０年度 ２９年度

0.00.0
0

40,325,703724,152,944 683,827,241

6,400,743

677,426,498
99.1

款別歳出決算状況表

0
-

　　　　款別の歳出決算状況は、次表のとおりである。

予 算 現 額 に 対 す る 割 合 -

歳出決算状況表

予 算 現 額 に 対 す る 割 合

翌 年 度 繰 越 額

705,178,657
97.4

３０年度

0 0.0
-
196.4

区　　　分

　３０年度の歳出決算額を款別構成比率でみると、保険給付費が６，８４２億７，０６１万円で９７.０％
と、歳出のほぼ全てを占めている。

　３０年度の款別歳出決算額においては、保険給付費が２６０億６，９６５万円、基金積立金が２９億
６，５４３万円、前年度決算額を上回り、諸支出金が１７億４，３７３万円、前年度決算額を下回り、決
算総額で２７７億５，２１５万円の増額となった。
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１

　被保険者証作成等事業は、年次一斉更新のための被保険者証の作成及び封入・封かんと合わせ、年次
更新後に市町村が使用する年齢到達者用の被保険者証、封筒等を作成したものである。

　レセプト点検業務委託事業は、医療給付費の適正化を図るため、診療報酬明細書（レセプト）等の資
格点検及び内容点検業務を委託したものである。

　後期高齢者医療に関する医療費通知作成業務委託事業は、適正受診の促進及び医療機関からの不正請
求防止のため、医療費通知の作成等の業務を委託したものである。

後期高齢者医療に関する医療費
通知作成業務委託事業

104,372 83,582 20,790 80.1

　電算機器運用･維持管理事業は、後期高齢者医療電算処理システム（標準システム）の機器類（サー
バ、端末、プリンタ等）の調達、保守、運用管理、セキュリティ対策の業務を行ったものである。

ジェネリック医薬品利用差額通
知業務委託事業

15,876 15,717 159

レセプト点検業務委託事業 91,372

99.0

91,372

3,830
後期高齢者医療に関する電算処
理システム運用業務委託事業

190,837 187,007

100.00

（単位：千円、％）

72.3

総務管理費 1,782,184 1,500,091

予算現額

電算機器運用・維持管理事業

執行率

（Ｂ） （A）－（B）

100.0

93.1

98.0

決算額

0

　決算額の内訳は、次のとおりである。

　　第１項　総務管理費

　　　第１目　一般管理費（役務費、委託料など）　　　　　１５億９万円

4,690

損害賠償求償事務委託事業

事　業　名 支出済額

607,328

　後期高齢者医療に関する電算処理システム運用業務委託事業は、広域連合の電算処理システムの円滑
な運用を図るため、資格管理業務、賦課業務、収納業務、給付業務に係る運用業務を委託したものであ
る。

　　　　　　　　

　このうち、主要事業の執行状況は次のとおりである。

（単位：千円、％）

18,409 18,409

438,801

被保険者証作成等事業

増減率予算現額と決

1,340,873 159,218

決算額

11.9
（Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

金額

159,218 11.9
84.2

　　　　　第１款　　総務費

款　　・　　項

３０年度 ２９年度 対前年度増減

1,500,091 282,093

予算現額

（Ａ）

　予算現額１７億８，２１８万円に対し、決算額は１５億９万円で、執行率は８４．２％である。

総務費 1,782,184

算額との比較

（Ｂ）／（Ａ）

不用額 執行率

168,527

63,198

282,093 84.2 1,340,873

印刷製本事業 10,886 2,606 80.713,492
67,888
35,456

　印刷製本事業は、後期高齢者医療制度の広報・周知のため、被保険者証交付時用ミニガイド、保険料
納付通知書送付時用パンフレット、被保険者証切替時の広報用ポスター、保険料軽減制度及び高額療養
費制度改正周知用のリーフレットを作成したものである。

　制度改正周知費用補助事業は、保険料軽減特例及び高額療養費制度の見直しに関する周知用リーフ
レットの年次更新被保険者証への同梱・発送に際し、郵便物の重量増加により市町村が負担する郵便料
金に追加費用が生じたため、追加費用分を補助したものである。

制度改正周知費用補助事業 34,958 498 98.6
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　損害賠償求償事務委託事業は、交通事故等の第三者行為に係る医療費を請求するため、損害賠償求償
事務を委託したものである。

　ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託事業は、医療給付費の適正化を図るため、ジェネリック医
薬品利用差額通知の作成及び発送等の業務を委託したものである。

　　　第１目　一般管理費（委託料）の執行残　　　２億７９２万円

　不用額は２億８，２０９万円であり、その主なものは次のとおりである。

　　第１項　総務管理費
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１

２

３

高額介護合算療養費支給事業 519,047

（単位：千円、％）

7,158,364 12,025

事　業　名

97.7

　　第２項　高額療養諸費

3,151,690
688,257,617

　　　第２目　高額介護合算療養費（負担金、補助及び交付金）　　５億１，８５５万円

17,975,429

　　　第１目　療養給付費（負担金、補助及び交付金）　　６，７０２億８，２１８万円

療養給付等支払事業

　審査支払事務委託事業は、適正な医療費を支払うために、保険医療機関等から請求のあった診療報酬明
細書等（レセプト）について、請求内容の審査事務及び診療報酬等支払事務を委託したものである。

98.4

高額療養費支給事業

518,553
11,531

　療養給付等支払事業は、被保険者が安心して医療を受け続けるため、審査を経た保険医療機関等からの
診療報酬明細書等（レセプト）に基づき、診療報酬等を支払ったものである。

　訪問看護療養費支払事業は、被保険者が安心して訪問看護を受け続けるため、被保険者が居宅におい
て、訪問看護ステーションの看護師等から訪問看護を受けた場合の訪問看護療養費を支払ったものであ
る。

　高額介護合算療養費支給事業は、被保険者の負担軽減のため、１年間（８月１日～翌年７月３１日）に
支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、申請により超えた金額を高額
介護合算療養費として支給したものである。

　葬祭費支給事業は、葬祭費用を補助するため、被保険者が死亡した場合、申請により葬祭執行者に対し
て葬祭費（１件５万円）を支給したものである。

2,237,050

6,651,342 6,639,811
1,526,679

494
99.8

85,539

99.9

　　　　　第２款　　保険給付費

（Ａ） （Ｂ） （A）－（B）

３０年度 ２９年度 対前年度増減

予算現額 決算額

（Ｃ）

98.4

99.8

予算現額と決

3.9
4.0

（Ｂ）／（Ａ）

97.4

97.4

不用額

　このうち、主要事業の執行状況は次のとおりである。

（単位：千円、％）

　　第１項　療養諸費

　　　第４目　審査支払手数料（委託料）　　　　　　　　　　　１５億２，６６７万円

　決算額の主なものは、次のとおりである。

　高額療養費支給事業は、被保険者の負担軽減のため、１か月に支払った一部負担金の合計が自己負担限
度額を超えた場合、申請により超えた金額を高額療養費として支給したものである。

支出済額

97.4
予算現額

670,282,188

審査支払事務委託事業 1,562,535

2,274,150

35,856

金額

25,620,013

2,168,930 68,120

658,200,959 26,069,659
649,255,191

（Ｂ）－（Ｃ）

　　　第１目　高額療養費（負担金、補助及び交付金）　　　　　６６億３，９８１万円

　　第３項　その他医療給付費

37,100葬祭費支給事業

執行率

訪問看護療養費支払事業 97.33,066,151

増減率

算額との比較

執行率 決算額
款　　・　　項

療養諸費 692,972,092 674,875,204 18,096,888

保険給付費 702,416,631 684,270,618 18,146,013

高額療養諸費 6,776,838 381,526 5.6
その他医療給付費 2,274,150 2,237,050 37,100 3.1

7,170,389

　予算現額７，０２４億１，６６３万円に対し、決算額は６，８４２億７，０６１万円で、執行率は、
９７．４％である。

　　　第１目　葬祭費（負担金、補助及び交付金）　　　　　　　２２億３，７０５万円

　　　第２目　訪問看護療養費（負担金、補助及び交付金）　　　３０億６，６１５万円
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　不用額は１８１億４，６０１万円であり、その主なものは次のとおりである。

　　第１項　療養諸費

　　　第１目　療養給付費（負担金、補助及び交付金）の執行残　　　　１７９億７，５４２万円

　　第３項　その他医療給付費

　　　第１目　葬祭費（負担金、補助及び交付金）の執行残　　　　　　　　　　３，７１０万円

　　　第４目　審査支払手数料（委託料）の執行残　　　　　　　　　　　　　　３，５８５万円

　葬祭費支給事業は、葬祭費用を補助するため、被保険者が死亡した場合、申請により葬祭執行者に対し
て葬祭費（１件５万円）を支給したものである。

　　　第２目　訪問看護療養費（負担金、補助及び交付金）の執行残　　　　　　８，５５３万円
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１

特別高額医療費共同事業拠出金

　高齢者の医療の確保に関する法律第１１７条第３項に基づく特別高額医療費共同事業への拠出金であ

る。

特別高額医療費共同事業拠出金 250,363 241,217 9,146

9,146

　予算現額２億５，０３６万円に対し、決算額は２億４，１２１万円で、執行率は９６．３％である。

96.3 205,434 35,783 17.4

96.3 205,434 35,783 17.4

（Ｂ）／（Ａ） （Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

款　　・　　項

３０年度

予算現額 決算額 予算現額と決 執行率

（Ｂ） （A）－（B）

　　　　　第３款　　特別高額医療費共同事業拠出金

増減率

２９年度 対前年度増減

（単位：千円、％）

算額との比較

金額決算額

250,363 241,217

（Ａ）
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１

　不用額は４億７，５７３万円であり、その主なものは次のとおりである。

　　第１項　健康保持増進事業費

　　　第１目　健康診査費（委託料など）　　　　　　　　　　　　　　４億４，３０２万円

84.8健康診査委託事業 2,706,723 2,295,558 411,165

　健康診査委託事業は、被保険者の健康保持・増進のため、各市町村への業務委託により健康診査を実
施したものである。

不用額 執行率

（Ａ）

　このうち、主要事業の執行状況は次のとおりである。

　　　第３目　その他健康保持増進費（負担金、補助及び交付金など）　４億２，９５５万円　　　　　　　

　　第１項　健康保持増進事業費

事　業　名

10.585.4 2,522,267

決算額

　決算額の主な内容は、次のとおりである。

（単位：千円、％）

85.4 2,522,267
（Ｃ）

３０年度 ２９年度 対前年度増減

予算現額 決算額 金額 増減率予算現額と決

　　　　　第４款　　保健事業費

款　　・　　項
算額との比較

執行率

3,263,796 2,788,062 475,734
2,788,062

（Ｂ）

265,795健康保持増進事業費 3,263,796

（単位：千円、％）

　　　第１目　健康診査費（委託料など）　　　　　　　　　　　　　２３億５，６２５万円

（Ｂ）－（Ｃ）

265,795 10.5保健事業費

（A）－（B） （Ｂ）／（Ａ）

475,734

65.2

　　　第３目　その他健康保持増進費（負担金、補助及び交付金など）　　　２，８９１万円　　　　　　　

　予算現額３２億６，３７９万円に対し、決算額は２７億８，８０６万円で、執行率は８５．４％であ
る。

予算現額 支出済額

　歯科健康診査委託事業は、被保険者の健康保持・増進に大きな影響を及ぼす歯科口腔機能に係る健
診・保健指導を（一社）埼玉県歯科医師会への事務委託により実施したものである。

歯科健康診査委託事業 86,926 56,668 30,258
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１

　決算額の内容は、次のとおりである。

１

基金積立金 76.0

　　第１項　基金積立金

　　　　　第６款　　公債費

6,870,559

　　　第１目　保険給付費支払基金積立金（積立金）　　６８億６，８７７万円

2,965,4366,868,770 1,789

款　　・　　項

２９年度

　予算現額６８億７，０５５万円に対し、決算額は６８億６，８７７万円で、執行率は１００．０％で
ある。

100.0 3,903,334
基金積立金 6,870,559

増減率決算額

（Ｃ）

算額との比較

6,868,770 1,789
（Ｂ）－（Ｃ）

2,965,436

（A）－（B）

対前年度増減

76.0

３０年度

　　　　　第５款　　基金積立金

執行率

100.0 3,903,334
（Ａ） （Ｂ）

金額予算現額と決

執行率 決算額 金額

公債費

（単位：千円、％）

予算現額

（Ｂ）／（Ａ）

決算額

款　　・　　項

３０年度 ２９年度

予算現額

1 0

算額との比較

0 0

（Ｂ）／（Ａ）

1 0 0 0.0
公債費 1 0.0 0.0

0.0

　当年度は未執行であった。

1 0

（Ａ） （Ｂ） （A）－（B）

（単位：千円、％）

増減率予算現額と決

（Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

決算額

対前年度増減
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１

　　　

１

予備費 0.0 07,000 0

款　　・　　項
決算額

３０年度

（A）－（B）

算額との比較

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）／（Ａ） （Ｂ）－（Ｃ）

7,000 0.0
（Ｃ）

0

金額 増減率執行率予算現額 決算額 予算現額と決

対前年度増減

３０年度 ２９年度 対前年度増減

２９年度

（A）－（B） （Ｂ）／（Ａ）（Ａ）

△ 1,743,732

予算現額と決

9,562,410

　当年度は未執行であった。

予備費 7,000 0 7,000 0.0 0 0 0.0

款　　・　　項

　　第１項　償還金及び還付加算金等

　　　第２目　償還金（償還金利子及び割引料）　　　　　　　　　　９４億４５１万円

諸支出金

執行率

9,509,899
（Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）（Ｂ）

△ 15.552,511 99.5

　　　　　第７款　　諸支出金

算額との比較

予算現額

11,253,631

決算額 増減率決算額 金額

9,562,410 9,509,899 52,511 99.5 △ 15.5

　予算現額９５億６，２４１万円に対し、決算額は９５億９８９万円で、執行率は９９．５％である。

（単位：千円、％）

（単位：千円）

　　　第１目　還付金（償還金利子及び割引料）　　　　　　　　　　　１億４４２万円　

　　　　　第８款　　予備費

　決算額の主な内容は、次のとおりである。

償還金及び還付加算
金等 11,253,631 △ 1,743,732

－27－
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４ 財産に関する調書 

 

（１）物 品 

    物品（取得価格が１点１００万円以上の備品）の現在高は０点で、当年度中の増減は

なかった。 

 

（２）基 金 

保険給付費支払基金の前年度末現在高１６２億７，５０１万円に、利子積立金２１万

円、積立金６８億６，８５５万円を加え、後期高齢者医療制度に係る保険給付等に要す

る費用に充てるため、４１億５，７８９万円を取り崩した結果、年度末現在高は１８９

億８，５８８万円となり、当年度中に２７億１，０８７万円増加した。 
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５ むすび 

 

平成３０年度の一般会計と特別会計を合わせた決算総額は、歳入が７，２５９億５，０１０万円、

歳出が７，０７２億１，２９１万円となり、形式収支においては、１８７億３，７１９万円の黒字

となり、翌年度へ繰り越すべき財源がなかったため実質収支も、１８７億３，７１９万円の黒字と

なっている。黒字額は、前年度と比較して２７億５，７１１万円（１７．３％）の増となっている。 

これを会計別決算状況についてみると、一般会計においては、歳入が２０億５，６２６万円、歳

出が２０億３，４２５万円となり、形式収支、実質収支ともに２，２０１万円の黒字となっている。 

また、特別会計においては、歳入が７，２３８億９，３８４万円、歳出が７，０５１億      

７，８６５万円となり、形式収支、実質収支ともに１８７億１，５１８万円の黒字となっている。 

歳入では、一般会計の歳入決算額の予算現額に対する割合は、ほぼ１００％となっており、一般

会計のうち中心的歳入であり、かつ自主財源の根幹でもある市町村負担金は２０億３，５４９万円

となり、繰越金２，０２３万円と合わせて歳入総額のほぼ１００％を占めている。 

歳出では、一般会計において、総務管理費の事務局職員給与等負担金２億６，８３１万円及び社

会福祉費の事務経費繰出金１７億５２６万円で歳出総額の９７．０％を占めるが、事務局職員給与

等負担金は広域連合に職員を派遣している市町村に支払われており、事務経費繰出金は、特別会計

へ繰り出されている。 

また、特別会計において、歳出総額の９７．０％を占める保険給付費（６，８４２億７，０６１

万円）は、保険医療機関等に診療報酬又は施術費等として支払われている。 

 

今回、審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書並びに同附属書類は、いずれも計

数が正確であり、また、予算の執行、会計事務及び財産の管理など財務に関する事務の執行につい

ても、適正に執行されているものと認められた。 

 今後、埼玉県における急速な高齢化の進展に伴い、本県の被保険者数はさらに増加することが見

込まれ、医療費が年々増大する中で、広域連合は、後期高齢者医療制度の安定的な運営を確保し、

高齢者の「安心」と「安全」を支えるという重要な役割を担っている。 

 そこで、以下の点について留意され、適正な制度運営と健全な財政運営に努められたい。 

 

１ 市町村における保険料収納率は、前年度に引き続き向上しているが、今後も市町村と連携した

収納対策に努められたい。 

２ 令和元年度は令和２・３年度保険料率を決定する年に当たるが、団塊の世代が全員７５歳以上

となる２０２５年にかけての被保険者の急激な増加に備え、国・他都道府県の動向を把握すると

ともに、被保険者、有識者、市町村など様々な関係者の意見を聞きながら、中・長期的財政運営

に配慮し、決定に当たられたい。 

３ 平成２０年４月の制度開始以来１１年が経過し、令和元年５月末現在、本県の被保険者数は 

９１万人を超え、医療給付費が増加していく中、医療費適正化に向けレセプト点検の強化やジェ

ネリック医薬品の利用促進、病気の早期発見や重症化予防に向けた健康診査、フレイル対策等の

保健事業のさらなる充実を図られたい。 

４ 被保険者数や医療給付費の増加に伴い、広域連合の業務量が増加するため、より一層効率的で

円滑な事務運営を図られたい。 
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